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取り戻そう、ふるさと石巻

いしのまき

防災「合言葉」受賞作品

石巻市イメージキャラクター

問　学校安全推進課（内線5082）問

平成26年度石巻市学校防災推進会議

《
優
良
賞
》

　
　
　
声
が
け
は

　
　
　
　
　
命
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
愛
言
葉

　
大
谷
地
小
学
校
３
年

　
　
　
　
　
　
山
内　
幹
斗

6.15
平成27年6月15日号 

No.169（6月15日発行）

JUN.2015

市政教室の参加者募集

問　秘書広報課（内線4022・4023）問

と　　き　7月2日（木）・3日（金）　午前9時50分～午後3時45分
見 学 先　○脇谷洗堰・閘門、鴇波洗堰見学　○防災集団移転促進事業河北地区整備状況見学（車窓）
　　　　　○道の駅「上品の郷」（昼食各自）　○みなと荘見学
　　　　　○旧北上川かわまちづくり情報館見学
　　　　　○復興まちづくり情報交流館中央館、橋通りCOMMON、
　　　　　　震災伝承スペース「つなぐ館」、石巻ニューゼ見学
定　　員　15人[先着]　※新規申し込みの方優先　参加費　無料（昼食は各自負担）
申込方法　6月17日（水）午前8時30分から電話で申し込みください。

（土日を除く）
集合場所　①市役所5階市民サロン　　　　　　　 午前 9時50分
　　　　　②総合運動公園内バス駐車場（南境）  　午前10時10分
注意事項　①お車でおいでの際は、総合運動公園内駐車場をご利用ください。
　　　　　②悪天候等により、コース内容等が変更または中止になる場合があります。

復興の希望乗せて
仙石線が全線運転再開

仙石東北ラインも同時開業

Ｐ2・3  ----- 明日へと響け 復興のつち音
Ｐ4・5  ----- 石巻市の復興まちづくり
Ｐ6～8 -----  震災復興情報・お知らせ

主な内容
　震災による被害で一部不通となっていたＪＲ仙石線が5月30日（土）に全線運転を再開し、同

時に石巻―仙台間を最短５２分で結ぶ仙石東北ラインも開業しました。これらを祝い「繋
つな

がる

想い　いしのまき出発祭」が開催され、始発列車のお見送りや、1日駅長となった市立桜坂高

校の生徒会長２人による出発合図等が行われました。また仙石線マンガッタンライナーの復活

にあわせてコスプレイヤーの皆さんも市内外から集まり、イベントを盛り上げました。

要予約
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このコーナーでは、石巻の復興や復旧の様子
を紹介します

▶
集
会
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▲現地見学会の様子

▲懇談会の様子

各地で復興公営住宅の
建設工事が進んでいます

入居予定者の懇談会・現地見学会
5月30日（土）

　渡波公民館で懇談会が行われた後、現地で住宅の見学会が行われました。
　懇談会では、同じ階に入居を予定している皆さんが集まって和やかな時間
を過ごした後、団地会の結成と役員の決定について話し合われました。
　現地見学会では、新しい住宅での生活をイメージしながら、部屋の間取りや
窓のサイズ、必要になる家具・家電等について確認していました。

平成27年（2015年）6月15日号

▲6月下旬の完成に向けて工事が進められています。6月6日（土）・7日（日）には入居予定者の見学会が行われました。

▲復興住宅近くにある石巻赤十字病院では、災害医療研修センター
　が5月18日（月）にオープンしました。

▲集会所

住宅名 あけぼの北復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・3階・162戸
入居予定時期 7月ごろ
駐車場 243台（1.5台/戸）
ペット共生住戸 一部あり（48戸）
通学区 向陽小学校、蛇田中学校

あけぼの北

黄金浜第二
住宅名 黄金浜第二復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・6階・92戸
入居予定時期 9月ごろ
駐車場 92台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 渡波小学校、渡波中学校

5月撮影

5月撮影
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前網浜第二泉　町三ツ股第一

駅前北通り中里一丁目大街道北

住宅名 月浦復興住宅
形態・階数・戸数 戸建・平屋・4戸
入居予定時期 6月
駐車場 4台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 荻浜小学校（休校中）、荻浜中学校

月　浦

住宅名 前網浜第二復興住宅
形態・階数・戸数 戸建・平屋・1戸
入居予定時期 7月
駐車場 1台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 寄磯小学校、牡鹿中学校

住宅名 泉町復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・4階・28戸
入居予定時期 7月ごろ
駐車場 28台（1台/戸）
ペット共生住戸 あり（28戸）
通学区 石巻小学校、石巻中学校

住宅名 三ツ股第一復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・4階・20戸
入居予定時期 7月ごろ
駐車場 20台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 釜小学校、青葉中学校

住宅名 駅前北通り復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・8階・65戸
入居予定時期 11月ごろ
駐車場 65台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 住吉小学校、住吉中学校

住宅名 中里一丁目復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・5階・28戸
入居予定時期 9月ごろ
駐車場 28台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 住吉小学校、住吉中学校

住宅名 大街道北復興住宅
形態・階数・戸数 共同住宅・3階・39戸
入居予定時期 8月ごろ
駐車場 39台（1台/戸）
ペット共生住戸 なし
通学区 大街道小学校、門脇中学校

▲完成イメージ
▲完成イメージ ▲完成イメージ

▲玄関の段差は20ミリメートル以
下、その他の段差は5ミリメートル以
下とし、お風呂は高齢者仕様のユニッ
トバスを整備しています。 ▲内覧会の様子

▼5月29日（金）内覧会が開催されました。入居予定者のほか、付近の仮設住宅にお住まいの
　皆さんや行政区長等が見学に訪れ、部屋の間取りや設備等について担当者から説明を受け
　ていました。

5月撮影5月撮影

6月撮影6月撮影5月撮影

▲6月3日（水）完成検査が行われました。

5月撮影

6月撮影



被災者生活再建支援制度 市が整備する住宅団地の工夫例

　市では、東日本大震災で被災された方々を対象に住宅団地や復興公営住宅を整備し、住宅再建を進めていますが、これら整備に加えて、皆さんの再建方法に応じてさ
さまざまな生活再建支援制度を用意しています。
　また、国・県等でも各種支援制度を実施しています。各支援制度の詳しい内容については、それぞれの担当窓口へお問い合わせください。

〇再建手法別支援制度（住宅建設・引っ越し等に係る補助金）

〇その他支援制度
制度名称 概要 金額 お問い合わせ先

⑥被災者生活再建支援制
度：基礎支援金

住宅の被害状況に応じて支給する支援金
※平成28年4月10日（日）まで 37.5万円～100万円

市生活再建支援課
（内線4762）⑦被災者生活再建支援制

度：加算支援金
生活の再建方法に応じて支給する支援金
※平成30年4月10日（火）まで 37.5万円～200万円

⑧災害援護資金貸付 生活の立て直しのための資金の貸付 150万円～350万円
⑨建築確認申請等手数料
の減免 建築確認申請等の手数料に対する減免 全額免除 市建築指導課

（内線5672）

⑩母子父子寡婦福祉資金
の住宅資金

母子・父子・寡婦世帯を対象として、住
宅の補修等に必要な経費を無利子・低利
で行う資金の貸付

上限150万円 東部保健福祉事務所
☎95-1411

項目

住宅を建設・購入する 住宅を借りる

（1）
市が整備する住宅移転

（2）
市が整備する住宅団地・公営団地には入居せず、自主的に再建

（3）
市が整備する

公営住宅に移転

（4）
民間の賃貸住宅に入居

支援制度名称 ①防災集団移転促進事業 ②がけ地近接等住宅移転事業 ③東日本大震災被災者
危険住宅移転事業

④東日本大震災被災者
住宅再建事業 ⑤復興公営住宅等移転（引っ越し）補助金

支援制度概要
住宅地の整備や、もともと居住
していた土地の買取に加え、住
宅建築のための利子補給等の金
銭的な補助も行っています。

任意に戸別移転される被災者
を対象とした補助制度です。

①や②の支援を受けることが
できない被災者を対象とした
石巻市独自の制度です。

市内全域の被災者対象とした
石巻市独自の補助制度です。

応急仮設住宅等から市内の公営住宅等、または市内の民間
賃貸住宅等に移転した世帯で、応急仮設住宅等の退去（明
渡し）の手続きが完了している世帯に対する補助制度です。

り災
判定

全壊 ○ ○ ○ ○ ○

大規模半壊・半壊 ○ ○ ○ ○ ○

半壊に至らない ○ ○ ○ △（※ 2） ×

被災
場所

災害危険区域内 ○ ○ ○ ○
△（※ 4）

災害危険区域外 × × × ○

再建
状況

未着手 ○ ○ × △（※ 3） ×

再建済 × × △（※ 1） ○ ○

その他条件 ― ―
⑤を受けていない。

（※1）平成24年11月30日以
前に再建した方

①、②、③の対象外の方。もしく
は①、②、③の補助金額が本事
業の補助金額に満たない方

①、②の対象外の方。もしくは①、②の補助金額が10万円未
満の方

補助（金銭補給）

○被災前住宅等の除去費用・
引っ越し費用
上限80万2千円／戸
○建物助成費
住宅建設 上限457万円
用地購入 上限265万7千円

（用地造成 上限59万7千円/戸
を含む）
※建物助成費は、利子相当額
に対する助成となります。

○被災前住宅等の除去費用・
引っ越し費用
上限80万2千円／戸
○建物助成費
住宅建設 上限457万円
用地購入 上限206万円
用地造成 上限59万7千円
※建物助成費は、利子相当額
に対する助成となります。

○被災前住宅等の除去費用・
引っ越し費用
上限78万円／戸
○建物助成費
住宅建設 上限444万円
用地購入 上限206万円
用地造成 上限58万円
※建物助成費は、利子相当額
に対する助成となります。

○新築または購入
（下記Ａ・Ｂのいずれか選択）
Ａ利子補給補助 上限444万円
Ｂ取得費用補助 上限250万円
○補修

（下記Ａ・Ｂのいずれか選択）
Ａ利子補給補助 上限150万円
Ｂ補修費用補助 上限100万円
○嵩上げ工事
工事費用補助 上限100万円
※市内津波浸水区域内に再建
した場合

10万円／世帯（定額・1回限りの申請）
（※4）被災時住所が災害危険区域内の世帯で、がけ地近接
等危険住宅移転事業または防災集団移転促進事業の補助
金の交付決定額が10万円未満の方については、差額適用あ
り。

お問い合わせ先 集団移転推進課（内線5489） 集団移転推進課（内線5489） 生活再建支援課（内線4762） 生活再建支援課（内線4762） 生活再建支援課（内線4762）
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　市が実施する住宅団地整備は、単に住まいを整備するだけではなく、
よりよい居住環境を生み出すために、さまざまな工夫をしています。
　ここでは、その一部を紹介します。

〇新駅と一体となった住宅地（新蛇田南地区）
　新蛇田南地区では、地区の南側にＪＲ新駅「石巻あゆみの駅」が計画されてい
ることから、駅までのアクセスルートを考慮した住宅地計画としています。

　雄勝、北上、牡鹿地域の中心部地区に、公共施設や観光施設等を住
宅地に隣接して集約し、各地域の拠点エリアを整備し、生活利便性を
高めます。
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〇半島部3拠点（雄勝中心地区・にっこり団地地区・鮎川浜地区）

鮎川浜地区

雄勝中心部地区のイメージ

１．消防署出張所
警察署駐在所

．高台住宅団地 ３．雄勝総合支所・公民館等

４．商業店舗

５．観光施設
６．スポーツ施設

○全体（計画戸数　4,500戸）

進　捗　状　況復興公営住宅整備の （4月末時点）

設計着手率

工事着手率

入居開始率

制度名称 概要 金額 お問い合わせ先
⑪住宅再建支援事業

（二重ローン対策）
被災した住宅にローンを有する方が、新たな
住宅ローンを組んで住宅再建する際の補助金 上限50万円 県住宅課

☎022-211-3256

⑫住まいの復興給付
金制度

消費税率の引き上げに伴う、被災者の住宅
取得や補修に係る負担増に対する給付金制
度

建築・購入 　 上限89.7万円
（補修の場合は床面積や工
事費等による）

住まいの復興給付金事務局
☎0120-250-460

⑬すまい給付金制度 消費税率引き上げに伴う、住宅取得者の負
担を緩和するための給付金制度 上限30万円 すまい給付金事務局

☎0570-064-186
住宅金融支援機構
☎0120-086-353

⑭住宅金融支援機構
の融資

住宅の建設・新築購入または補修に対する
融資

上限　建設 3,570万円
　　　購入 3,130万円
　　　補修 1,400万円

（※2）災害危険区域内の場合　　（※3）市内での再建に限る

53.8%(2,424戸）

72.4%(3,261戸）

20.6%(929戸）
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　このコーナーは、市の今後のまちづくりに関する情報をお知らせします。
　今回は、「住まい」をテーマに、被災者の生活再建支援制度と市が整備する住宅団地の工夫を紹介します。石巻市の まちづくり

復 興 （第33回）
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復興公営住宅の入居者募集
　今回の募集は、すでに入居が始まっている、もしくは入居が近づいている住宅で、まだ入居者が決まっていない住戸の入居者募集です。
対　　象　以下のいずれかに該当し、現に住宅に困窮していることが明らかな方
　　　　　①東日本大震災で自宅が全壊の方
　　　　　②東日本大震災で自宅が大規模半壊または半壊で解体を余儀なくされた方
　　　　　③被災地における市街地整備事業等の実施により移転が必要となった方
　　　　　※申込数が募集戸数を超えた場合、抽選となります。
　　　　　※市外で被災された方も申し込みできますが、市内で被災された方の入居を優先します。
募集要項の配布・申込先　市役所3階事前登録相談窓口（37番窓口）
　　　　　　　　　　　  ※募集情報等はホームページでもご覧いただけます。　　
受付期間　7月1日（水）～15日（水）必着　午前9時～午後5時（土日を除く）
　　　　　※7月5日（日）は午前9時～午後1時まで受け付けします。
　　　　　※申込数が募集戸数に満たない場合または入居者が決定しなかった場合は、随時募集〔先着〕とします。
必要書類　①申込書（押印が必要です）
　　　　　②り災証明書の写し（事前登録されている方は不要です）　　
　　　　　③家屋の取り壊しを証明する書類の写し（り災判定が大規模半壊または半壊の方）
　　　　　④抽選にあたり優遇する事項を証明する書類
入居予定　住宅ごとに異なりますのでご確認ください。（工事の進捗状況や入居資格審査によって、入居予定時期が変更となる場合があります）
そ の 他　・募集する住戸の位置や間取り等については、事前登録相談窓口にお問い合わせください。
　　　　　・２階建てはエレベーターが設置されません。
　　　　　・表の家賃月額は、本年度の家賃です。家賃は各世帯の収入状況等により、毎年度見直されます。　　　　　

問申 　市役所3階事前登録相談窓口（37番窓口） （内線3981～3983）　専用ダイヤル☎90-8041・90-8042

大街道・中心地区		 	 	 	 	
住宅名

（仮称名）
三ツ股第一復興住宅

（三ツ股一丁目住宅）
中央第二復興住宅

（中央一丁目住宅）
駅前北通り復興住宅

（駅前北通り一丁目住宅）
入居予定 平成27年9～10月 平成27年9～10月 平成27年11月～平成28年1月
所在地 三ツ股一丁目2-60 中央一丁目13-3 駅前北通り一丁目16-3

構造・階数 鉄骨造・４階建 鉄筋コンクリート造・10階建 鉄筋コンクリート造・８階建
間取り 3LDK 3LDK 1LDK車いす 2LDK車いす 1LDK車いす

募集戸数 2戸 1戸 1戸 2戸 1戸

家賃月額 8,400～ 
72,800円

8,500～ 
73,400円

7,300～ 
63,100円

8,400～ 
72,200円

7,700～ 
66,800円

ペット共生 不可 不可 不可

申し込みができる世帯

1LDK 1人以上
2LDK 2人以上
3LDK

4人以上
4LDK

車いす住戸
身体障害者手帳１～４
級で、車いすを常用さ
れている方を含む世帯

河北・湊・渡波地区 	 	 	 	 	 	 	 	 	
住宅名

（仮称名）
六本木畑復興住宅

（相野谷六本木畑住宅）
吉野町復興住宅

（吉野町一丁目住宅）
不動町復興住宅

（不動町二丁目住宅）
黄金浜第二復興住宅
（黄金浜北住宅）

入居予定 平成27年9～10月 平成27年9～10月 平成27年10～12月 平成27年9～10月
所在地 相野谷字六本木畑69-5 吉野町一丁目7-11ほか 不動町二丁目12-28 渡波字黄金浜169ほか

構造・階数 鉄骨造・2階建 鉄筋コンクリート造・７階または９階建 鉄筋コンクリート造・５階建 鉄筋コンクリート造・6階建
間取り 2LDK（メゾネット） 1LDK 2LDK 3LDK 1LDK 2LDK 3LDK 4LDK

募集戸数 1戸 2戸 7戸 1戸 2戸 13戸 6戸 3戸

家賃月額 6,700～ 
58,000円

5,300～ 
45,900円

7,000～ 
60,600円 未定 5,400～ 

46,700円
7,100～ 
61,800円

8,100～ 
70,900円

8,400～ 
72,600円

ペット共生 可 不可 不可 不可

蛇田地区	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
住宅名

（仮称名）
新沼田第一復興住宅
（新蛇田Ｃ住宅）

新立野第一・第二復興住宅
（新蛇田Ｅ住宅）

新西前沼第一復興住宅
（新蛇田南Ａ住宅）

新西前沼第一復興住宅
（新蛇田南Ａ住宅）

入居予定 平成27年9～10月 平成27年9～10月 平成28年1～3月 平成28年1～3月
所在地 蛇田字新沼田307ほか 蛇田字新立野108ほか 蛇田字新沼田95ほか 蛇田字新沼田36

構造・階数 鉄筋コンクリート造・5階建 鉄骨造・3階建 鉄筋コンクリート造・5階建 鉄筋コンクリート造・5階建

間取り 3LDK 4LDK 2LDK
（メゾネット）

3LDK
（メゾネット）

4LDK
（メゾネット） 1LDK 3LDK 2LDK車いす

募集戸数 2戸 6戸 1戸 1戸 3戸 4戸 1戸 1戸

家賃月額 9,500～ 
81,800円

9,800～ 
84,900円

8,600～ 
74,500円

9,800～ 
84,800円

9,900～ 
86,800円 未定 未定

ペット共生 不可 不可 不可 可

蛇田地区	 	 	 	 	 	 	
住宅名

（仮称名）
あけぼの北復興住宅
（あけぼの北住宅）

あけぼの北復興住宅
（あけぼの北住宅）

入居予定 平成27年9～10月 平成27年9～10月
所在地 蛇田字西道下142-2 蛇田字西道下142-2

構造・階数 鉄骨造・3階建 鉄骨造・３階建
間取り 2LDK 2LDK 3LDK

募集戸数 2戸 1戸 1戸

家賃月額 8,300～ 
71,600円

8,300～ 
71,600円

9,800～ 
84,400円

ペット共生 不可 可

吉野町復興住宅
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震災復興情報 お知らせ
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と　き ところ 相談時間 相談担当者

6月23日（火） 仮設開成第8団地集会所
（開成1-63） 午前10時～午後4時 弁護士

社会福祉士

6月24日（水） 仮設桃生中津山団地集会所
（桃生町中津山字八木48-4） 午後1時40分～4時 弁護士

●弁護士・社会福祉士による「移動無料相談会」
弁護士による相談内容
　・離婚・家庭内暴力・被災ローン減免制度・金銭貸借・解雇・パワハラ・未払
　　賃金・建築トラブル・不動産トラブル・交通事故・損害賠償・生活困窮・近隣
　　トラブル等
社会福祉士による相談内容
　・生活困窮・介護・物忘れが気になる・人間関係・ストレス・眠れない等
　 ひとりで悩まず専門家へご相談ください。上記以外の相談も可能です。

※予約者優先（当日相談も可）
※専門家との個別面談
※移動相談会のほか、法テラス東松島でも専門家による無料相談ができます。
　曜日により担当専門家が異なりますので、詳細は法テラス東松島にお問い
　合わせください。

問申・ 　法テラス東松島　☎ 050-3383-0009　
　　  　 午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
     　　 市生活再建支援課（内線3966）

●「住まいの復興給付金」申請相談会の開催
　「住まいの復興給付金」は、東日本大震災で被災した住宅の所有者が、昨年4
月の消費税率8パーセント引き上げ以降に、住宅を建築・購入または補修し、
その後居住する場合に、消費税増税分相当最大約90万円(建設・購入時)の給
付が受けられる制度です。
と　　き　6月26日(金)・27日(土)
　　　　　7月24日(金)・25日(土)　
　　　　　午前10時～午後4時
と こ ろ　市役所5階市民サロン前
相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認等
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。
　 問申・ 　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　　　　☎0120-250-460（フリーダイヤル）
　　　　　 午前9時～午後5時（土日・祝日を含む）
　　　問　市生活再建支援課（内線3955）

●全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
　時間を延長して相談電話を開設します。
と　　き　6月22日（月）～26日（金）　午前8時30分～午後7時
　　　　　6月27日（土）・28日（日）　 午前10時～午後5時
相談内容　いじめ、体罰、児童虐待、子どもをめぐる問題等
　　　　　☎0120-007-110（フリーダイヤル）
　　　問　仙台法務局人権擁護部　☎・FAX 022-225-5743

●「災害復興住宅融資」無料相談会
　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）では、震災により被害を受けた方が、
住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初5年間の金利
０パーセント）について、相談会を行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。
と　き　6月26日(金)・27日(土)
　　　　7月24日(金)・25日(土)　
　　　　午前10時～午後4時
ところ　市役所5階市民サロン前

問申・ 　住宅金融支援機構お客様コールセンター　☎0120-086-353
　　　   午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）
　  　　 市生活再建支援課（内線3955）

要予約

相談あんない
相談

吉野町復興住宅 黄金浜第一復興住宅

問　防災推進課（内線4180）

お知らせ
津波避難ビル認定第13号、14号

　
　市では、津波発生時に浸水域外への避難が遅れた市民の皆さんの安全を確
保するため、民間事業者等が設置する施設や公共施設を活用し、沿岸部に津
波一時避難場所の整備を進めています。
　新たに次の施設を石巻市津波避難ビルとして認定しましたのでお知らせします。
・ 石巻市津波避難ビル第13号 市営吉野町復興住宅 1・2・3号棟（吉野町1丁目地内）
・ 石巻市津波避難ビル第14号 市営黄金浜第一復興住宅 1・2号棟（渡波字黄金浜160）
　なお、津波発生時には津波浸水域外のより高い場所に避難してください。

平成27年度中小企業復旧支援事業補助金（第1回）

　震災により直接被害を受けた中小企業を支援するため、被災した施設等の
復旧に要する経費の一部を補助します。（平成26年度から、アパート、貸事務所
等も補助対象となっています）　
対象　
　①震災時市内で事業を営んでいた方（個人事業者にあっては、震災時に市内
　　に居住していた方）で、市内で事業を再開または継続する方　
　　（対象とならない業種もあります）
　②施設が大規模半壊以上の被害を受けた方
　③市税および国民健康保険税に未納がない方
　④施設等の復旧に係る国・県等の補助金を受けていない方
　⑤平成28年3月31日（木）までに復旧を完了し、実績報告を提出できる方（す
　　でに復旧を終えている場合も可）
　※すでに同制度を利用されている方は、対象外となります。
補助金額等
　施設等の復旧に要した経費（税抜で20万円以上）の2分の1以内（限度額100万
円）。補助金交付の申請は、１事業者につき１施設に係るもののみとなります。
　（例えばアパート等を複数棟所有している場合でも、申請は1棟のみとなります）
受付期間　7月1３日（月）～24日（金）（土日・祝日を除く）
　 問申・ 　商工課（内線3523・3524）

　　　	
お知らせ

宮城県から「中小企業者向け事業復旧支援
補助金」のお知らせ

　震災で大きな被害を受けた中小企業者の施設（工場、店舗、観光施設等）お
よび設備の復旧に要する経費を補助します。　
対　　象　施設・設備に一定の被害を受けた中小企業者で、県内で復旧する
　　　　　①製造業を営む方　②商業サービス業を営む方　③観光業を営む方
補助率・補助限度額　
　①製造業　2分の１以内・100万円～1,000万円
　②商業サービス業　全壊の場合は45％以内・90万円～270万円
　　　　　　　　　　大規模半壊の場合は35％以内・70万円～210万円
　③観光業　2分の1以内・100万円～1,000万円
※補助対象経費が200万円を下回った場合は補助の対象外となります。
※国県の震災関連の補助金および市の中小企業復旧支援事業補助金との重
　複はできません。
申請期限　7月３日（金）
　 問申・ 　県東部地方振興事務所　☎95-1414 ・ 市商工課（内線3524）

　　　	　　

お知らせ

問

問
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古紙パルプ配合の再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。

石巻市役所　〒986-8501　宮城県石巻市穀町14-1　　☎0225-95-1111　　FAX 0225-22-4995
開庁時間　午前8時30分～午後5時
ホームページ　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 次回発行は平成27年7月1日の予定です。 
発行　石巻市総務部秘書広報課（内線4023・4025）FAX0225-23-4340 編集/印刷　（株）石巻日日新聞社 　

市役所☎95-1111　河北総合支所☎62-2111　雄勝総合支所☎57-2111　河南総合支所☎72-2111　桃生総合支所☎76-2111
北上総合支所☎67-2111　牡鹿総合支所☎45-2111　渡波支所☎24-0151　稲井支所☎95-2171　荻浜支所☎90-2111　蛇田支所☎95-1442電話番号案内

　　表記の見方　申 申し込み　問 問い合わせ　　〔先着〕 先着順　〔抽選〕申し込み多数のときは抽選　　　Ｅメール申 問

　　　	

水辺マルシェin北上川開催！
と　き　6月27日（土）  午後1時～5時（午前中は会場付近のゴミ拾い）
　　　　  　28日（日）  午前10時～午後3時
ところ　石井閘門周辺
内　容

◇体験ブース
　カヌー体験・魚つかみどり体験・ヨシを使った工作・ヨガ体験等
◇物販ブース
　石巻産の海産物・石巻焼きそば・アクセサリーの小物類等
◇カフェブース
　たい焼き、かき氷等
◇バーベキューブース（要予約）
　と　き　6月27日（土）　①午後1時～3時　 ②午後3時～5時
　　　  　　　28日（日）　③午前10時～正午 ④正午～午後2時
　　　　　2時間2,000円〔先着〕
　※（一社）石巻観光協会にFAX（22-2710）で申し込みください。
　※道具は主催者側で準備します。食材、飲み物は各自持ち込みください。
◇中学校ブラスバンド演奏　山下中学校吹奏楽部
問　ＮＰＯ法人ひたかみ水の里　新井 ☎080-6000-8855
　　市河川港湾室（内線5628）

イベント

内　　容　クラブ室等での保育や指導
　　　　　児童クラブに関わる事務処理（保護者からの申請書受付等）
勤務期間　採用日～平成２８年３月３１日（木）
と  こ  ろ　市内の放課後児童クラブ
対　　象　保育業務経験または子育て経験のある方
定　　員　１０人〔先着〕※採用は面接により決定します。
料　　金　時給9００円～９５０円
申込方法　子育て支援課へ履歴書を持参または郵送
　　　　　子育て支援課（内線２５２６） 〒986-8501（住所不要）

放課後児童クラブ指導員の募集
お知らせ募集

と　　き　７月２１日（火）～８月２５日（火）
と こ ろ　市内各小・中学校
対　　象　１８歳以上（高校生を除く）で泳げること
定　　員　各1人
料　　金　日額（６時間勤務）４,３２０円
申込方法　希望する各小・中学校へ直接連絡
申込期限　６月３０日（火）
　　　　　市内各小・中学校または教育総務課（内線５０１７）

小・中学校プール監視員の募集
お知らせ募集

　委員の任期満了に伴い、新たに委員を募集します。
■任　　期　選任の日～平成29年8月7日（月）
■募集人員　3人
■応募資格
　・市内に1年以上在住し、18歳以上の方で、まちづくりに関心のある方
　・市職員、議員および他の附属機関の公募委員でない方
　・任期中、年5回程度の会議（平日の日中）に出席可能な方
■応募方法
　これからの石巻市のまちづくりに対する思いについて、800字程度の小論
　文を作成し、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記載して、持参、郵便、
　FAXまたはEメールにより提出してください。
■応募期間　7月1日（水）～21日（火）必着

問申・ 　都市計画課（内線5625）　FAX 23-4345　
　　　　〒981-8501（住所不要）　  iscplan@city.ishinomaki.lg.jp

都市計画審議会委員の募集
お知らせ募集

　　　	

防災ラジオ販売会
お知らせ

　防災ラジオの特徴や放送内容等の詳細は、市報4月15日号またはホーム
ページをご覧ください。

日程 時間 場所

6月17日(水) 午後2時30分 ～ 6時 総合運動公園内
石巻フットボール場管理棟

6月22日(月) 午前10時30分 ～ 午後4時 市役所5階

6月24日(水) 午後1時30分 ～ 4時30分 北上保健医療センターひまわり

6月27日(土) 午前10時30分 ～ 午後4時 渡波小学校体育館

7月1日(水) 午前10時30分 ～ 午後6時 向陽地区コミュニティセンター

7月3日(金) 午後1時30分 ～ 4時30分 荻浜支所

7月8日(水) 午後2時30分 ～ 6時 保健福祉センター清優館（牡鹿）

7月15日(水) 午後2時30分 ～ 6時 雄勝総合支所

7月22日(水) 午後2時30分 ～ 6時 四家会館（鹿又）

7月29日(水) 午前10時30分 ～ 午後4時 市役所5階

問　防災推進課（内線4173・4174）

　　　	

戦没者等のご遺族の皆様へ
～第10回特別弔慰金が支給されます～お知らせ

対 　　象 　戦没者等の死亡当時の三親等内親族の中で1人
　　　　 　※ただし、遺族内で支給順位があり、平成27年4月1日（水）にお
　　　　　　 いて、遺族年金等の受給者がいない場合に限ります。
支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限　平成30年4月2日（月）
請求受付日時および会場

日　　時 会　　場

随時受付
福祉総務課
各総合支所保健福祉課

６月３０日（火）午前９時～午後３時 渡波公民館
７月１日（水）午前９時～午後３時 稲井公民館
７月３日（金）午前９時～午後３時 向陽地区コミュニティセンター
７月６日（月）午後１時～３時 荻浜支所

※印かんをお持ちください。混雑が予想されますので時間には余裕をもって
お越しください。

問申・ 　福祉総務課（内線2459・2458）・各総合支所保健福祉課

　　　	

テレワーク1000プロジェクトお仕事説明会
お知らせ

　市内に住んでいて仕事を探している皆さんに対して、説明会を開催します。
パソコンとインターネットがあればいつでも自宅で仕事ができます。
と　き　6月24日（水）午後2時～4時（受付開始　午後1時40分）
ところ　石巻公共職業安定所「ハローワーク石巻」（泉町四丁目1-18）
           石巻合同庁舎3階大会議室

問申・ 　石巻在宅就業支援センター　☎080-0800-3384
  　問　市商工課（内線3525）

お子さん連
れでも参加
できます

お知らせ

　復興事業に伴う都市計画の案(市決定)の縦覧を行います。
■縦覧内容
① 市総合運動公園の変更
② 新渡波西地区計画の変更
③ 新蛇田地区計画の変更
④ 新蛇田南地区計画の決定
⑤ あけぼの北地区計画の決定
⑥ 須江地区計画の決定
■縦覧場所　都市計画課
■縦覧期間　6月26日（金）～7月9日（木）
　　　　　　午前8時30分～午後5時（土日を除く）
※この案に対して意見のある方は、縦覧期間中、市長に意見書を提出できます。
問　都市計画課（内線5634）

石巻広域都市計画（案）の縦覧
お知らせ
　　　	

問申・ 問申・


